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ハンセン病について正しく理解しましょう。
（１）次の1～7について、正しいものには○を、間違っているものには×を書きましょう。（資料1参照）
1.　ハンセン病は、「らい菌」が原因で発症する病気である。　　　　　　　　（　　）
2.　ハンセン病は、手足の障害や皮膚の病的変化といった症状が起きる病気である。（　　）
3.　ハンセン病は、感染力が強く、うつりやすい病気である。　 　     　　　  （　　）
4.　ハンセン病は、原因が解明されたものの、治すことが非常に難しい病気である。（　　）
5.　ハンセン病は、身体の外観的特徴から、古くから偏見や差別の対象となった。　（　　）
6.　過去にはハンセン病患者は、療養所に通院して強制治療を受けさせられた。 （　　）
7.　過去にはハンセン病患者の家は、保健所職員により徹底的に消毒された。　（　　）

（２）次の1～6の問いに答えましょう。（資料２、3参照）
1.　昭和28（1953）年に新しく成立した法律は、何という法律ですか。

2.　ハンセン病が「治る病気」、「非常にうつりにくい病気」であることが解明されたにも
かかわらず、前の法律から引き継がれたこの法律の問題点は何でしょうか。

3. 「らい予防法」が廃止されたのはいつですか。

4.　平成10（1998）年、療養所の入所者たちが、国に対して裁判を起こします。国のどの
ような責任を問う裁判でしたか。

5.　平成26（2014）年現在、ハンセン病療養所数は何カ所で何名の人が入所していますか。

6.　療養所を出られるようになったのに、現在も入所したままの人がいるのはなぜでしょうか。

6 ハンセン病から人権を学ぶ

ワーク1
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（１）資料３を参考にして、ハンセン病患者はどのような差別や偏見を受けてきたか、挙
げてみましょう。また、そのことについて、あなたが感じたことを書きましょう。

（２）（１）の内容についてグループで意見を交換し、気づいたことや考えたことを書きま
しょう。

（１）資料４を読んで、ハンセン病とHIV感染を比較し、あなたが感じたこと、考えたことを書
きましょう。

（２）（１）の内容についてグループで意見を交換し、気づいたことや考えたことを書きま
しょう。

ワーク2

ワーク3
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■ 資料 1
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■ 資料 2
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■ 資料 3
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■ 資料 4

〈正しく知ろう　HIVとエイズ〉
HIVとエイズは違います
HIVは、英語の「Human Immunodeficiency Virus」の頭文字をとったもので、ヒト免疫不全ウ

ィルスのことです。
エイズ＝AIDSは英語の「Acquired Immunodeficiency Syndrome」の頭文字をとったもので

す。日本語にすると「後天性免疫不全症候群」で、生まれた後にかかる、免疫の働きが低下するこ
とにより生ずる、いろいろな症状の集まり、という意味になります。エイズは HIV に感染するこ
とによって発症します。

HIVに感染すると、免疫の仕組みの中心である白血球の一種、「ヘルパーＴリンパ球（CD４陽
性細胞）」が壊され、体を病気から守っている免疫力が低下します。

通常、HIV感染から６～８週間経過すると、血液中に HIVに対する抗体が検出されます。感染
から数週間以内に風邪に似た症状が出ることはありますが、この症状からは HIV 感染の有無は
判断できません。また、その後は何年間も無症状なので、感染の有無は HIV 検査を受けなければ
確認できないのです。

HIVに感染しても、すぐにエイズを発症するわけではありません。自覚症状のないまま数年が
経過しますが、その間に免疫力は低下し、やがて「日和見感染症」と呼ばれる、本来なら自分の力
で抑えることのできる病気を発症するようになります。

HIV の感染経路は、性的接触、血液感染、母子感染の３つに限られます。握手をしたり、日用
品を共用したり、プールやお風呂に一緒に入ったりするといった、日常生活の接触では感染しま
せん。せきやくしゃみなどでもうつりません。つまり、日常生活の中では、性的接触以外で感染
することはないのです。

〈HIV・ハンセン病に対する偏見・差別をなくそう〉
私たちはだれでも、自由に、人間らしく生きる権利「人権」を持っています。しかし、HIV感

染者やハンセン病の患者・元患者の方々は、誤った知識や偏見などから人権が侵害されてしまう
ことがあります。偏見・差別をなくすためには、一人ひとりが HIV やハンセン病などに対する正
しい知識を持ち、人権を尊重する心を持つことが大切です。

HIVやハンセン病は、人から人にうつる感染症です。しかし、日常生活における接触で感染す
ることはほとんどありません。ハンセン病は感染したとしても、発病することは極めてまれです
し、万一、発病しても早期発見と適切な治療で確実に治療することができます。また、HIVは感
染しても、すぐにエイズを発症するわけではありません。最近は治療薬の開発が進み、感染を早
期発見し、早期治療することでエイズの発症を抑えることができるようになっています。

このように HIVやハンセン病は、治療が可能な病気ですが、今なお、誤った知識を持っている
方が多く、HIV感染者やハンセン病の患者・元患者の方々に対する偏見や差別が、いまだに解消
されていない状況にあります。

例えば、2003年（平成 15 年）、ハンセン病療養所の入所者であることを理由に、ホテルの宿泊
を断られるという事件が起こりました。この報道を受けて、ハンセン病療養所の入所者がいわれ
のない非難や中傷を全国の人たちから受けました。また、HIV の感染者に対しても、HIV に感染
していることを理由に仕事を解雇されたり、医療機関で診療を拒否されたりするなどの人権侵害
が起こっています。

こうした HIVやハンセン病に対する偏見や差別をなくすためには、一人一人が、HIVやハンセ
ン病について正しい知識を持つこと、また、患者・元患者、その家族などが置かれた立場を理解
することが必要です。

「HIV/エイズの基礎知識」 公益財団法人エイズ予防財団ウェブサイトより
「暮らしのお役立ち情報　HIV・ハンセン病に対する偏見・差別をなくそう」
政府広報オンラインウェブサイトより
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ここでは、病気による人権侵害の原点ともいえる「ハンセン病患者」の差別問題を素材
に、生徒一人ひとりが「ハンセン病」の正しい知識と歴史を学ぶことにより、病気による
人権侵害について広く考えさせ、様々な人権侵害に対して適切な行動を取ることができ
るようする。

展開例（50 分　３～４人のグループを作る）

解説 6 ハンセン病から人権を学ぶ

1　ねらい

2　進め方

学習活動
１　ワーク1　　　　　　　（15 分）

① 資料１を参考にして１～７に答
える。　　　　　　　　　（１）

②（１）の答え合わせを行う。
③ 資料２を参考にして（２）の１～６

に答える。　　　　　　　（２）
④（２）の答え合わせを行う。

２　ワーク２　　　　　　　（15 分）
① 資料３を参考にして自分の考え

を書く。　　　　　　　　（１）
②（１）についてグループで話し合

い、気づいたことや考えたこと
を書く。　　　　　　　　（２）　

３　ワーク３　　　　　　　（20 分）
① 資料４を読み、感じたことを書く。

（１）
②（１）についてグループで話し合

い、気づいたことや考えたこと
を書く。　　　　　　　　（２）

指導上の留意点

○ 資料から読み取りきれない部分についても
推測するよう促す。

○ 指導用資料を参考に説明する。可能なら画
像・映像資料等を使い、具体的なイメージをつ
かめるようにする。

○ 原因が解明されても差別が続いたことや、病
気は誰にでも起こりうることについても考え
るように促す。

○ 一人ひとりが差別にどのように向き合うべ
きか考えるよう促す。

○ 病気について正しく理解することが、人権侵
害に対して適切な行動が取れるようになるた
めに大切であることを伝える。
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ワークシート、資料及び視聴覚教材を使用して指導を展開する。グループ協議を入れ
た形式で展開例を挙げているが、状況に応じ講義形式も可能である。別途、指導用資料
を参照するとよい。

また、HIV感染など今日的な課題についても取り上げることで、この問題を身近なも
のとして感じさせ、患者等の人権について理解を深めるよう促したい。

なお、DVD「メッセージ“私たちと人権”②」等の当事者の方のインタビューなどを用
いてまとめとすることも効果的である。

※ DVDは神奈川県教育委員会行政課にて、県立学校に貸し出しをしています。貸し出し
方法等については、行政課人権教育グループにお問い合わせください。

〈引用文献〉

〈参考資料〉

3　解説

「ハンセン病の向こう側」 厚生労働省（平成26年12月）
「HIV/エイズの基礎知識」 公益財団法人エイズ予防財団ウェブサイト
「暮らしのお役立ち情報　HIV・ハンセン病に対する偏見・差別をなくそう」
政府広報オンラインウェブサイト

「メッセージ“私たちと人権”②」　一般社団法人 神奈川県人権センター（平成22年12月）
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■指導用資料

（１）次の1～7について、正しいものには○を、間違っているものには×を書きましょう。（資料1参照）
1.　ハンセン病は、「らい菌」が原因で発症する病気である。　　　　　　　　（ ○ ）
2.　ハンセン病は、手足の障害や皮膚の病的変化といった症状が起きる病気である。（ ○ ）
3.　ハンセン病は、感染力が強く、うつりやすい病気である。　 　     　　　  （ × ）

[（正）感染力が弱く、うつりにくい。]
4.　ハンセン病は、原因が解明されたものの、治すことが非常に難しい病気である。（ × ）

[（正）治療薬が開発され、早期発見と適切な治療により治すことができる。]
5.　ハンセン病は、身体の外観的特徴から、古くから偏見や差別の対象となった。　（ ○ ）
6.　過去にはハンセン病患者は、療養所に通院して強制治療を受けさせられた。 （ × ）

[（正）入所]
7.　過去にはハンセン病患者の家は、保健所職員により徹底的に消毒された。　（ ○ ）

（２）次の 1～6の問いについて答えましょう。（資料２、3参照）
1.　昭和28（1953）年に新しく成立した法律は、何という法律ですか。

→「らい予防法」　※ 昭和６年に成立した「癩予防法」から新しい法律になった。

2.　ハンセン病が「治る病気」「非常にうつりにくい病気」であることが解明されたにも
かかわらず、前の法律から引き継がれたこの法律の問題点は何でしょうか。
→ 隔離収容政策が継続され、退所規定が設けられていないこと。

3. 「らい予防法」が廃止されたのはいつですか。
→ 平成８（1996）年

4.　平成10（1998）年、療養所の入所者たちが、国に対して裁判を起こします。国のどの
ような責任を問う裁判でしたか。
→ 国に対して、ハンセン病政策の転換が遅れたことの責任を問う裁判。
※ ハンセン病が解明されたのに隔離政策を継続したことが問題であることを確認。

5.　平成26（2014）年現在、ハンセン病療養所数は何カ所で何名の人が入所していますか。
→ 14ヶ所、1847名。

6.　療養所を出られるようになったのに、現在も入所したままの人がいるのはなぜでしょうか。
→ 偏見や差別が根強く社会復帰をおそれている、家族に迷惑が及ぶことをおそれ絶縁状

態にある、高齢となり家族とも音信不通になり帰る場所そのものがない、等。
※ 資料から単純に抜粋することが難しいので、必要に応じて家族との絶縁は自分か

らと相手からの両方のケースがあることを想定させる。

ハンセン病と人権について学習しよう

ワーク1




